
傷病者の命を救い、社会復帰に導くために必要となる行動のつながりを

「救命の連鎖」といいます。

「救命の連鎖」は「心停止の予防」「心停止の早期認識と通報」「一時救命

処置（心肺蘇生とAED）」「二次救命と心拍再開後の集中治療」の

四つの輪でなりたち、この四つの輪が途切れることなく素早くする事で救

命効果が高まります。

「救命連鎖」の最初の三つの輪は、その場に居合わせた人（住民）で行い

その、一次救命処置が行われた場合が、生存率や社会復帰が高い。

NO.3

保育事業部では、7月に備えたプール開きを前に、三カ園合同で「救急救命」研修を行いました。


